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項番 質問 回答 

１ 

使用者について。 

車検証上の使用者は吹田市でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

２ 

脱着式乗降口床について、脱着式ではなく格納

式タイプで、床を格納でき、車いすを載せないとき

は乗り降りしやすくできるものでもよろしいでしょ

うか。 

格納式タイプで構いません。 

３ 

応札時は納期確認し間に合うことを確認の上応

札し、契約成立後に特殊事例である、コロナ禍及

び天災等の理由により、部品供給業者の工場生

産停止等があり、自動車メーカーの生産調整の

為に納期予定が変更になった際は、納車完了予

定日がずれましても受注者に責が無ければその

登録日に合わせて変更契約を結び、遅延による

ペナルティーは発生しないと理解してよろしいで

しょうか？又その場合、３月１日から納車までの代

車提供は出来ないですがよろしいでしょうか。 

原則、契約どおりの納車をお願いいたします。想

定外の事由等により、納期が遅れる可能性が生

じた場合、対応を検討いたします。その場合、代車

は不要です。 

４ 

令和７年３月１日は土曜日であり、車両の登録が

できず、３月３日の月曜日に登録しましてもよろし

いでしょうか。 

３月３日の登録で構いません。 

賃貸借期間開始日につきましても、令和７年３月

３日からで構いませんが、終了日につきましては

令和１３年２月２８日にしてください。ただし、登録

日に関わらず、納車は令和７年３月１０日までに

お願いします。なお、令和７年３月分のリース料に

つきましては、賃貸借期間開始日に関わらず、他

の月と同額の１か月分とします。 

 


